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市第62号議案 

   横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番 

号の利用等に関する法律の施行に関する条例の一部改正 

 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に関する条例の一部を改正する条例を次のよ

うに定める。 

令和４年12月６日提出 

                 横浜市長 山 中 竹 春 

横浜市条例（番号） 

   横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番 

号の利用等に関する法律の施行に関する条例の一部を改 

正する条例 

 横浜市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用

等に関する法律の施行に関する条例（平成27年９月横浜市条例第52

号）の一部を次のように改正する。 

 目次及び「第１章 総則」を削る。 

 第１条中「法第32条の規定に基づき特定個人情報の利用及び提供

の制限等に関し横浜市個人情報の保護に関する条例（平成17年２月

横浜市条例第６号。以下「個人情報保護条例」という。）の特例」

を「特定個人情報保護評価における意見の聴取に関する手続」に改

める。 

 第２条中「、次に定めるもののほか」及び各号を削る。 

「第２章 個人番号の利用等」を削る。 

 第５条中「実施機関」の次に「（横浜市個人情報の保護に関する

条例（令和 年 月横浜市条例第 号）第２条第２項の実施機関を
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いう。）及び議長」を加え、「個人情報保護条例第58条第１項」を

「同条例第９条第１項」に改める。 

 第３章及び「第４章 雑則」を削る。 

 第18条中「第５条及び前章」を「前条」に改め、同条を第６条と

する。 

 第19条を第７条とする。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にこの条例

による改正前の横浜市行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律の施行に関する条例（以下「旧条

例」という。）第８条第１項の規定による請求がされた場合にお

ける旧条例に規定する保有特定個人情報の利用停止については、

なお従前の例による。 

３ 施行日前に旧条例第９条第１項本文又は第15条第１項の規定に

よる是正の申出がされた場合における旧条例に規定する是正の申

出に係る処理については、なお従前の例による。 

４ 施行日前に旧条例第14条の訂正を実施した場合における同条の

規定による通知については、なお従前の例による。 

 

提 案 理 由 

 個人情報の保護に関する法律及び行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律の一部改正に伴い、関係
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規定の整備を図るため、横浜市行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律の施行に関する条例の一部を

改正したいので提案する。 
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 参  考  

   横 浜 市 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め の 番 

号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 の 施 行 に 関 す る 条 例 （ 抜 粋 ）  

                     上 段  改 正 案     
                    (下 段  現  行)   

   
目 次 

                 
第 １ 章  総 則 （ 第 １ 条 ― 第 ３ 条 ） 

                        
第 ２ 章  個 人 番 号 の 利 用 等 （ 第 ４ 条 ・ 第 ５ 条 ） 

               
第 ３ 章  個 人 情 報 保 護 条 例 の 特 例 

                            
第 １ 節  特 定 個 人 情 報 に つ い て の 特 例 （ 第 ６ 条 ― 第 11 条 ） 

                              
第 ２ 節  情 報 提 供 等 記 録 に つ い て の 特 例 （ 第 12 条 ― 第 17 条 ） 

                 
第 ４ 章  雑 則 （ 第 18 条 ・ 第 19 条 ） 

    
附 則 

          
第 １ 章  総 則 

（ 趣 旨 ） 

第 １ 条  こ の 条 例 は 、 行 政 手 続 に お け る 特 定 の 個 人 を 識 別 す る た め

の 番 号 の 利 用 等 に 関 す る 法 律 （ 平 成 25 年 法 律 第 27 号 。 以 下 「 法 」

と い う 。） 第 ９ 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ く 個 人 番 号 の 利 用 等 に 関 し 

               特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 に お け る 意 
必 要 な 事 項 を 定 め る と と も に 、 

               法 第 32 条 の 規 定 に 基 づ き 特 定 個 人 

 見 の 聴 取 に 関 す る 手 続                     
情 報 の 利 用 及 び 提 供 の 制 限 等 に 関 し 横 浜 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す 

                               
る 条 例 （ 平 成 17 年 ２ 月 横 浜 市 条 例 第 ６ 号 。 以 下 「 個 人 情 報 保 護 条 

            
を 定 め る も の と す る 。 

 例 」 と い う 。） の 特 例 

 （ 定 義 ） 

                              
第 ２ 条  こ の 条 例 に お け る 用 語 の 意 義 は            、 
                  、 次 に 定 め る も の の ほ か 

 法 の 例 に よ る 。 

                               
 (1)  実 施 機 関  個 人 情 報 保 護 条 例 第 ２ 条 第 １ 項 に 規 定 す る 実 施 機 
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関 を い う 。                     

                               
(2)  保 有 特 定 個 人 情 報  実 施 機 関 の 職 員 （ 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ２ 

                               
条 第 ２ 項 に 規 定 す る 実 施 機 関 の 職 員 を い う 。 以 下 こ の 号 に お い 

                               
て 同 じ 。） が 職 務 上 作 成 し 、 又 は 取 得 し た 特 定 個 人 情 報 で あ っ 

                               
て 、 当 該 実 施 機 関 の 職 員 が 組 織 的 に 利 用 す る も の と し て 、 当 該 

                               
実 施 機 関 が 保 有 し て い る も の を い う 。 た だ し 、 行 政 文 書 （ 横 浜 

                               
市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 （ 平 成 12 年 ２ 月 横 浜 市 条 

                               
例 第 １ 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 に 規 定 す る 行 政 文 書 を い う 。） に 記 録 

              
さ れ て い る も の に 限 る 。 

                               
(3)  本 人  個 人 情 報 保 護 条 例 第 ２ 条 第 ８ 項 に 規 定 す る 本 人 を い う 

   
 。 

                               
 (4)  情 報 提 供 等 記 録  法 第 23 条 第 １ 項 及 び 第 ２ 項 （ こ れ ら の 規 定 

                               
を 法 第 26 条 に お い て 準 用 す る 場 合 を 含 む 。） に 規 定 す る 記 録 に 

                  
記 録 さ れ た 特 定 個 人 情 報 を い う 。 

                
   第 ２ 章  個 人 番 号 の 利 用 等 

（ 特 定 個 人 情 報 保 護 評 価 に お け る 意 見 の 聴 取 ） 

        （ 横 浜 市 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 （ 令 和  年 
第 ５ 条  実 施 機 関 
                               

  月 横 浜 市 条 例 第  号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 の 実 施 機 関 を い う 。） 及 び 
 

 議 長 
は 、 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル を 保 有 し よ う と す る と き は 、 法 第 

 

28 条 第 １ 項 前 段 の 規 定 に 基 づ く 個 人 情 報 保 護 委 員 会 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 同 項 に 規 定 す る 評 価 書 に 記 載 さ れ た 当 該 特 定 個 人 

                             同 条 例 第 ９ 条 第 １ 項       
情 報 フ ァ イ ル の 取 扱 い に つ い て 、                

                個 人 情 報 保 護 条 例 第 58 条 第 １ 項 

 の 規 定 に よ り 設 置 さ れ た 横 浜 市 個 人 情 報 保 護 審 議 会 の 意 見 を 聴 く

も の と す る 。 当 該 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に つ い て 、 重 要 な 変 更 を

加 え よ う と す る と き も 、 同 様 と す る 。 
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第 ３ 章  個 人 情 報 保 護 条 例 の 特 例 

                      
第 １ 節  特 定 個 人 情 報 に つ い て の 特 例 

         
（ 利 用 の 制 限 ） 

                               
第 ６ 条  実 施 機 関 は 、 保 有 特 定 個 人 情 報 （ 情 報 提 供 等 記 録 を 除 く 。 

                                              
以 下 こ の 節 に お い て 同 じ 。） を 利 用 目 的 （ 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ７ 

                               
条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 特 定 さ れ た 利 用 の 目 的 を い う 。） 以 外 の 目 

                               
的 （ 以 下 こ の 条 及 び 第 12 条 に お い て 「 目 的 外 」 と い う 。） の た め 

                          
に 当 該 実 施 機 関 の 内 部 に お い て 利 用 し て は な ら な い 。 

                               
２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 実 施 機 関 は 、 人 の 生 命 、 身 体 又 は 財 

                               
産 の 保 護 の た め に 必 要 が あ る 場 合 で あ っ て 、 本 人 の 同 意 が あ り 、 

                               
又 は 本 人 の 同 意 を 得 る こ と が 困 難 で あ る と き は 、 目 的 外 の た め に 

                      
保 有 特 定 個 人 情 報 を 利 用 す る こ と が で き る 。 

                               
３  実 施 機 関 は 、 前 項 の 規 定 に よ り 保 有 特 定 個 人 情 報 を 目 的 外 の た 

                               
め に 利 用 す る と き は 、 当 該 保 有 特 定 個 人 情 報 に 係 る 本 人 又 は 第 三 

                               
者 の 権 利 利 益 を 不 当 に 侵 害 す る こ と の な い よ う に し な け れ ば な ら 

     
な い 。 

         
（ 提 供 の 制 限 ） 

                               
第 ７ 条  実 施 機 関 は 、 法 第 19 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除 

                               
き 、 特 定 個 人 情 報 （ 情 報 提 供 等 記 録 を 除 く 。 第 10 条 及 び 第 11 条 に 

                    
お い て 同 じ 。） を 提 供 し て は な ら な い 。 

             
（ 利 用 停 止 請 求 の 特 例 ） 

                               
第 ８ 条  何 人 も 、 自 己 を 本 人 と す る 保 有 特 定 個 人 情 報 （ 個 人 情 報 保 

                               
護 条 例 第 25 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 決 定 に 基 づ き 開 示 を 受 け た も の 

                               
又 は 他 の 法 令 若 し く は 条 例 （ 以 下 こ の 項 に お い て 「 法 令 等 」 と い 

                               
う 。） の 規 定 に よ り 個 人 情 報 保 護 条 例 第 31 条 第 １ 項 各 号 に 規 定 す 
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る 方 法 と 同 一 の 方 法 で 開 示 を 受 け た も の に 限 る 。） が 、 次 の 各 号 

                               
の い ず れ か に 該 当 す る と 思 料 す る と き は 、 当 該 保 有 特 定 個 人 情 報 

                               
を 保 有 す る 実 施 機 関 に 対 し 、 当 該 各 号 に 定 め る 措 置 を 請 求 す る こ 

                               
と が で き る 。 た だ し 、 当 該 保 有 特 定 個 人 情 報 の 利 用 の 停 止 、 消 去 

                               
又 は 提 供 の 停 止 （ 次 項 及 び 次 条 第 １ 項 に お い て 「 利 用 停 止 」 と い 

                               
う 。） に 関 し て 他 の 法 令 等 の 規 定 に よ り 特 別 の 手 続 が 定 め ら れ て 

                
い る と き は 、 こ の 限 り で な い 。 

                               
(1)  当 該 保 有 特 定 個 人 情 報 を 保 有 す る 実 施 機 関 に よ り 適 法 に 取 得 

                                                     
さ れ た も の で な い と き 、 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ７ 条 第 ２ 項 の 規 定 

                               
に 違 反 し て 保 有 さ れ て い る と き 、 第 ６ 条 の 規 定 に 違 反 し て 利 用 

                               
さ れ て い る と き 、 法 第 20 条 の 規 定 に 違 反 し て 収 集 さ れ 、 若 し く 

                               
は 保 管 さ れ て い る と き 、 又 は 法 第 29 条 の 規 定 に 違 反 し て 作 成 さ 

                               
れ た 特 定 個 人 情 報 フ ァ イ ル に 記 録 さ れ て い る と き  当 該 保 有 特 

                  
定 個 人 情 報 の 利 用 の 停 止 又 は 消 去 

                               
(2)  法 第 19 条 の 規 定 に 違 反 し て 提 供 さ れ て い る と き  当 該 保 有 特 

              
定 個 人 情 報 の 提 供 の 停 止 

                               
２  個 人 情 報 保 護 条 例 第 ３ 章 第 ３ 節 （ 第 43 条 第 １ 項 を 除 く 。） 及 び 

                               
第 ５ 節 （ 第 53 条 第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 号 、 第 54 条 第 ３ 号 並 び に 第 

                               
55 条 を 除 く 。） の 規 定 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 利 用 停 止 に つ い て 準 

                               
用 す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 個 人 情 報 保 護 

                               
条 例 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 

                   
掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る も の と す る 。 

                              
 

第43条第２項 前項    横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた 

めの番号の利用等に関す 
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  る法律の施行に関する条

例（平成27年９月横浜市

条例第52号。以下「番号

条例」という。）第８条

第１項  

第43条第３項 保有個人情報    保有特定個人情報（番号

条例第２条第２号に規定

する保有特定個人情報で

あって第25条第１項の規

定による決定に基づき開

示を受けたもの又は他の

法令等の規定により第31

条第１項各号に規定する

方法と同一の方法で開示

を受けたもののうち番号

条例第２条第４号に規定

する情報提供等記録を除

くものをいう。次条から

第53条までにおいて同じ

。）  

第44条第１項第２号 保有個人情報    保有特定個人情報  

第44条第２項 前項     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項 

保有個人情報       保有特定個人情報  

第45条及び第46条  保有個人情報    保有特定個人情報  

第47条第１項 前条各項   番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前条各項  

第47条第１項ただし書   第44条第３項    番号条例第８条第２項に

おいて準用する第44条第

３項  

第47条第２項 前項     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す 

る前項 
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同項     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項 

第48条 前条     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前条 

同条第１項     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前条第１項 

第48条第１号 この条       番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

るこの条   

第49条 第46条第１項    番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第46条第１項   

保有個人情報    保有特定個人情報  

同条第２項     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第46条第２項   

同条第１項又は第２項   番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第46条第１項又は第２

項   

第52条の２  開示決定等、訂正決定等、利  

用停止決定等又は本人開示請  

求、訂正請求若しくは利用停  

止請求    

利用停止決定等又は利用 

停止請求   

第52条の３  前条     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前条 

第52条の４  第52条の２     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第52条の２ 

第53条第１項 第52条の２     番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す 
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る第52条の２ 

第53条第１項第４号 保有個人情報 保有特定個人情報 

第53条第２項 前項 番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項 

第53条第３項 第１項 番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第１項  

同項 番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第１項  

第54条第２号 本人開示請求者、訂正請求者 

又は利用停止請求者（これら 

の者 

利用停止請求者（当該利

用停止請求者

第56条 第53条第１項 番号条例第８条第２項に

おいて読み替えて準用す

る第53条第１項  

（ 是 正 の 申 出 の 特 例 ）

第 ９ 条 何 人 も 、 実 施 機 関 が 自 己 を 本 人 と す る 保 有 特 定 個 人 情 報 を

個 人 情 報 保 護 条 例 第 ６ 条 （ 第 １ 項 第 ７ 号 を 除 く 。）、 第 ７ 条 、 第

８ 条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 か ら 第 ８ 号 ま で を 除 く 。）、 第 ２ 項 若 し く は

第 ３ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。） 若 し く は 第 ９ 条 （ 第 ３ 項 た だ し 書 を 除

く 。） 又 は 第 ６ 条 若 し く は 第 ７ 条 の い ず れ か の 規 定 に 違 反 し て 取

り 扱 っ て い る と 認 め る と き は 、 当 該 実 施 機 関 に 対 し 、 当 該 保 有 特

定 個 人 情 報 の 取 扱 い の 是 正 の 申 出 を す る こ と が で き る 。 た だ し 、

前 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 利 用 停 止 の 請 求 を す る こ と が で き る 場 合

に あ っ て は 、 こ の 限 り で な い 。

２ 個 人 情 報 保 護 条 例 第 50 条 第 ２ 項 、 第 51 条 及 び 第 52 条 の 規 定 は 、

前 項 の 規 定 に よ る 是 正 の 申 出 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い
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て 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 個 人 情 報 保 護 条 例 の 規 定 中 同 表 の 中 欄

に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る

も の と す る 。

第50条第２項 前項 横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条

例（平成27年９月横浜市

条例第52号。次条及び第

52条第２項において「番

号条例」という。）第９

条第１項  

第51条第１項第２号 保有個人情報 保有特定個人情報（番号

条例第２条第２号に規定

する保有特定個人情報の

うち同条第４号に規定す

る情報提供等記録を除く

ものをいう。次項におい

て同じ。）  

第51条第１項第４号 前３号 第１号、番号条例第９条

第２項において読み替え

て準用する第２号及び第

３号  

第51条第２項 前項 番号条例第９条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項 

保有個人情報 保有特定個人情報 

第52条第２項 前項 番号条例第９条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項 

（ 個 人 情 報 保 護 条 例 の 適 用 ）

第 10 条 特 定 個 人 情 報 に 関 す る 個 人 情 報 保 護 条 例 第 18 条 第 １ 項 第 ８
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号 、 第 19 条 第 １ 項 及 び 第 34 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、 次

の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 個 人 情 報 保 護 条 例 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲 げ

る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。

第18条第１項第８号 第43条第１項ただし書 横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条

例（平成27年９月横浜市

条例第52号。次条第１項

において「番号条例」と

いう。）第８条第１項た

だし書 

第19条第１項 第８号 番号条例第10条において

読み替えて適用する前条

第１項第８号 

第34条第１項 限る。第43条第１項において 

同じ 

限る 

第34条第１項第２号 前条第１項の他の法令等の規 

定により  

他の法令等の規定により

第31条第１項各号に規定

する方法と同一の方法で 

（ 個 人 情 報 保 護 条 例 の 適 用 除 外 ）

第 11 条 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ６ 条 第 １ 項 第 ７ 号 、 第 ８ 条 第 １ 項 第 ２

号 か ら 第 ８ 号 ま で 、 第 ３ 項 第 ２ 号 及 び 第 ４ 項 、 第 ９ 条 第 ３ 項 た だ

し 書 、 第 10 条 、 第 11 条 、 第 12 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 項 、 第 13 条

第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ２ 項 、 第 33 条 、 第 43 条 第 １ 項 並 び に 第 50 条 第

１ 項 の 規 定 は 、 特 定 個 人 情 報 に つ い て は 適 用 し な い 。

第 ２ 節 情 報 提 供 等 記 録 に つ い て の 特 例

（ 利 用 の 制 限 ）

第 12 条 実 施 機 関 は 、 情 報 提 供 等 記 録 を 目 的 外 の た め に 当 該 実 施 機
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関 の 内 部 に お い て 利 用 し て は な ら な い 。

（ 提 供 の 制 限 ）

第 13 条 実 施 機 関 は 、 法 第 19 条 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る 場 合 を 除

き 、 情 報 提 供 等 記 録 を 提 供 し て は な ら な い 。

（ 情 報 提 供 等 記 録 の 提 供 先 へ の 通 知 ）

第 14 条 実 施 機 関 は 、 個 人 情 報 保 護 条 例 第 37 条 第 １ 項 の 決 定 に 基 づ

く 情 報 提 供 等 記 録 の 全 部 又 は 一 部 の 訂 正 を 実 施 し た 場 合 に お い て

、 必 要 が あ る と 認 め る と き は 、 内 閣 総 理 大 臣 及 び 情 報 照 会 者 若 し

く は 情 報 提 供 者 又 は 法 第 19 条 第 ９ 号 に 規 定 す る 条 例 事 務 関 係 情 報

照 会 者 若 し く は 条 例 事 務 関 係 情 報 提 供 者 （ 当 該 訂 正 に 係 る 情 報 提

供 等 記 録 に 記 録 さ れ た 者 で あ っ て 、 当 該 実 施 機 関 以 外 の も の に 限

る 。） に 対 し 、 遅 滞 な く 、 そ の 旨 を 書 面 に よ り 通 知 す る も の と す

る 。

（ 是 正 の 申 出 の 特 例 ）

第 15 条 何 人 も 、 実 施 機 関 が 自 己 を 本 人 と す る 情 報 提 供 等 記 録 を 個

人 情 報 保 護 条 例 第 ６ 条 （ 第 １ 項 第 ７ 号 を 除 く 。）、 第 ７ 条 、 第 ８

条 第 １ 項 （ 第 ２ 号 か ら 第 ８ 号 ま で を 除 く 。）、 第 ２ 項 若 し く は 第

３ 項 （ 第 ２ 号 を 除 く 。） 若 し く は 第 ９ 条 （ 第 ３ 項 た だ し 書 を 除 く

。） 又 は 第 12 条 若 し く は 第 13 条 の い ず れ か の 規 定 に 違 反 し て 取 り

扱 っ て い る と 認 め る と き は 、 当 該 実 施 機 関 に 対 し 、 当 該 情 報 提 供

等 記 録 の 取 扱 い の 是 正 の 申 出 を す る こ と が で き る 。

２ 個 人 情 報 保 護 条 例 第 50 条 第 ２ 項 、 第 51 条 及 び 第 52 条 の 規 定 は 、

前 項 の 規 定 に よ る 是 正 の 申 出 に つ い て 準 用 す る 。 こ の 場 合 に お い

て 、 次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 個 人 情 報 保 護 条 例 の 規 定 中 同 表 の 中 欄

に 掲 げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 に 読 み 替 え る
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も の と す る 。

第50条第２項 前項 横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す 

る法律の施行に関する条

例（平成27年９月横浜市

条例第52号。次条及び第

52条第２項において「番

号条例」という。）第15

条第１項  

第51条第１項第２号 保有個人情報 情報提供等記録（番号条

例第２条第４号に規定す

る情報提供等記録をいう

。次項において同じ。） 

第51条第１項第４号 前３号 第１号、番号条例第15条

第２項において読み替え

て準用する第２号及び第

３号  

第51条第２項 前項 番号条例第15条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項 

保有個人情報 情報提供等記録 

第52条第２項 前項 番号条例第15条第２項に

おいて読み替えて準用す

る前項 

（ 個 人 情 報 保 護 条 例 の 適 用 ）

第 16 条 情 報 提 供 等 記 録 に 関 す る 個 人 情 報 保 護 条 例 第 18 条 第 １ 項 第

８ 号 、 第 19 条 第 １ 項 及 び 第 34 条 第 １ 項 の 規 定 の 適 用 に つ い て は 、

次 の 表 の 左 欄 に 掲 げ る 個 人 情 報 保 護 条 例 の 規 定 中 同 表 の 中 欄 に 掲

げ る 字 句 は 、 そ れ ぞ れ 同 表 の 右 欄 に 掲 げ る 字 句 と す る 。
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第18条第１項第８号 第34条第１項ただし書又は第 

43条第１項ただし書  

第34条第１項ただし書 

第19条第１項 第８号 横浜市行政手続における

特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関す

る法律の施行に関する条 

例（平成27年９月横浜市

条例第52号）第16条にお

いて読み替えて適用する

前条第１項第８号  

第34条第１項 限る。第43条第１項において 

同じ

限る 

第34条第１項第２号 前条第１項の他の法令等の規 

定により  

他の法令等の規定により 

第31条第１項各号に規定

する方法と同一の方法で 

（ 個 人 情 報 保 護 条 例 の 適 用 除 外 ）

第 17 条 個 人 情 報 保 護 条 例 第 ６ 条 第 １ 項 第 ７ 号 、 第 ８ 条 第 １ 項 第 ２

号 か ら 第 ８ 号 ま で 、 第 ３ 項 第 ２ 号 及 び 第 ４ 項 、 第 ９ 条 第 ３ 項 た だ

し 書 、 第 10 条 、 第 11 条 、 第 12 条 第 ２ 項 第 ２ 号 及 び 第 ３ 項 、 第 13 条

第 １ 項 第 ２ 号 及 び 第 ２ 項 、 第 29 条 、 第 33 条 、 第 40 条 、 第 42 条 、 第

３ 章 第 ３ 節 並 び に 第 50 条 第 １ 項 の 規 定 は 、 情 報 提 供 等 記 録 に つ い

て は 適 用 し な い 。

 第 ４ 章  雑 則 

（ 運 用 状 況 の 公 表 ）

第 ６ 条 前 条
市 長 は 、 毎 年 １ 回 、 の 運 用 状 況 に つ い て 取

第 18 条 第 ５ 条 及 び 前 章

り ま と め 、 こ れ を 公 表 す る も の と す る 。

（ 委 任 ）

第 ７ 条
（ 本 文 省 略 ）

第 19 条
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